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処　分　庁
守.口市福祉事務所長

審 査 諳 求 人 が 、 平 成 ２ ３ 年 ５ 月 ３ ０ 日 付 け で 提 起 し た 生 活 保 護 法 、

I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r-●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･.に 基 づ く 保 護.変 更 決 定I処 分 及 び 保･護 廃 止 決 定 処 分 に 係 る 審 査 請 求 に

う い て 、 次 の と おIり 裁 決 す る ．･

主 文

１　` 処分庁が、/平成２３年４月６日付けで行った生活保護法に基
・　　　　　　　　　　　　　　●　　　●
づ｡く保護変更決定処分及゙び同月８日付けで行った同法に基づく
保護廃止決定処分を取り消す。

２　 残余の請 求については、これを棄却する。

理

第 １　 審査 請求 の趣 旨 及び 理由

１ 審 査 請求 の趣 旨

=由



２

本件審査黐求の趣旨は、処分庁が平成２３年４月６日付けで審
査請求人（以下「請求人」｡という。） に対して行った生活保護法（以

下「法」･七いう･。’〕 に基づく保護変更決定処分（以下「本件変更決

定」という。）を･取り消し、平成･2 3 年４月分の保護費を支給す

ること、処分庁が同月８日付‘けで鹽求人に対して行った
法｡に基づ

く保護廃止決定処分（以下［本件廃止決定］という 。）を取り消

すこと、を求めるものと解される。　　　　　　　　　’。

審査請求の理由，

本件審査請求の理由､の要旨は、次のとおりである。=

昨 年 ９ 月 、 今 年･１ 月 に 警 察 を 呼 ぶ 様 な 事 件 が 起 こ り･レ 精 神 的 に

a　－　・　b-
おいつめられ，担当者に相談す･ると「どう
自分で費用を出して下さい」とのjl事だっ
を心配して費用を出｡してくれた。

し

、Ｌ
．だ

てもすると言うなら
ｉ 実家より請求人達

-･● P4w －　 －w..

４ 月 １ ﾀ日゙ に 担 当 者 に 言 う と
ｒ 無 断 転 居 ｊ･ と 言 わ れ 、 保 護 費 が ４ 月

●-･ ・ 二二゙一丶　.1.肖ふXJ　 皿　●‾･’ －

に 出 な か っ た ．..相 談 し た1 時 に 琲 、 「 廃 止 」 な ど に､ な 蒡 様 に 言 わ れ

ー　●-夕屯.tJ　丶　S夕　１.

ず、その時「住宅手当などの手続きできるんですか」と相
談すると 、

－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¶・
「出来ますよ」と言われたとおり社会協議会に行くと

ｒなぜこんな

所に来るんだ」と言われ、１０万未満の生活では、出来ず困つ
てい’ヽ、.・

る 。 何 も 支 払 い･が 出 来 な い 。　Ｉ　　丶　　　Ｉ．　’　　　・　　Ｉ　　　　・
■

も 住 民 芦 迪 絡 （ 原 文 フ マ ） が つ く がヽ 帰 っ て 来 な く て 困 っ て

い る 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二　 ／

第２　当庁が認定した事実及び判断

１　 当庁が認定した事実｡

１１） 平 成 ８年1 月`！ ９ 日 付けで 、 処分庁 にて 、傭 求 人 世
帯 の生腦



保護'が伺紬されたこと。当時、請求人世帯は、請求人、㎜

㎜ の■Åヽ世帯であったこと。 ∧　　 ＼

（２） 平成２３年｡4月6･日付けで、処分丿庁は諳求人に対し、本件変
更決定を行い、そのお通知したこと。本件変更決定の通知書に
は、決定事由として ｒ無断転居のため、４月分の保護費を返還 ’
する。」 との記載があり、決定年月･日を平成２ ３年4.月1一日､と
する旨の記載があること。･なお、本件変更決定時かにおいて、
誚求人世帯は、'請求人及び㎜ の1 人世帯であったこと。

（３） 平成２３年４月８日卜付けで、処分庁 は諳求人に対して 、本件

……廃止決定を行い‘、 ｒ平成江 ２卜3 年 ４ 月４ 日 付、 そ の他 （ 廃 止 ）

づ （無断転居｡） に よ り 保 護 を 廃 止 する 。 （ 原 文ママ）･」 を 理 由 に
■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　丶

平成２ ３年４月４日＼を廃止年月日とする旨通知したこと。

（４ ）｡‥ 平 成 ２ ３ 年 ７ 月 ７ 日 付 け で 処 分 竚 が 審 査 庁 に 対 し て 提 出｀し た 弁
■　　　　　暘　　・　　　　　●　　Ｉ

明 書 （ 以 下 「 弁 明 書｡」 と い う 。 ） に は 、 次 の 趣 旨 の 記 載 が あ る こ

と 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ∧

ア　･平成２ ３年１月２０日‘ 請求人が来所し，･諳求人宅で発生し
たトラブル（物干し竿を壊された，風呂場の換気扇から覗かれ

る）等についての話を聞/き転居したいとの衵談があった。そう
した理由での転居は認められないた｡め√転居にかかる費･用の援･
助はできないこと，許可して･いない転居をすれば生活保護の継
続は難しいこ｡とを説明し卜 府営；･市営住宅の申込みについて案
内した。･　　　　　　　　　　　　　　卜

イ・　平成２３年､３月1'  4 -日　 諳 求人 が来 所し 、一同年 １ 月２０日泡

同内容 の転居相談･を 再度受 け たた.め、 転･居にか かる 費用 の援 助

体で き ない と説明すると．誚求人は転居費用は（■ ）が援助し

≒てくれるのでそれで引ｸ越し し ようと 思って いると 話 す．親類か



ら め 仕 送 り は ま ず 生 活 費 にﾌ充 当 す ぺ き も の で あ｡り 、 齔居 費 用 と
。　　　　　　　　１　　　　　　　　　　　　　‘　・

し て は 認 め ら れ な い と 説 明 。 ま た 、 許i可 し て い な い 転届 を す れ

ば 生 活 保 護 の 継灑 は 鱧 し い 等 、 一再 度 転 居 は 認 めくら れ な い･旨 を 説
明 し た 。

ウ　 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日　 請 求 人 が 来y所‘し 、･明 日 引 っ 越 す と 言 う
ｊ　　　　　　　　　　　．●　嵋　　　　　　　・　　　　　　　、　　嵋　． ●　　　■・た め 現 住 所 に 居 住 実 態 が 無 け れ ば 生 活 保 護 を 廃 止 すl る･旨 の 説 明
●　　●　　　　●　　　　、　　　　　・　　　　　　　　　　　　丶■　･●　●
を し レ 再 申 請 は 可 能 だ と 説 明 す る ．　　　　　　　　 、 ．

工　 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 ４ 日　 請 求 人 の 自 宅 を 訪 問 。 以 前 訪 問 時 に は
’　 ●゚ ．　Ｉ　　　　　　・　　　　　．　　　Ｉ　　　　　　

●　丶　　　　　。●　　　７　　　。　■
玄 関 前 に あ っ た 自 転 車 や 物 干 し 竿 等 が な く 、 玄 関 の ガ ラ ス 越 し

吟 見 え て い た ’靴 箱 等 馬 な く な う て､ お り 、 居･住 実 態 が 無 い こ と･ の

確 認 を し た た め 、 同 年4: 月 ４ 日 付 け で 生 活 保 護 廃 止 を 決 定 し た 。

(5  )　 弁 明 ’書 と 同 時 に 提 出 の あ っ た ケ ー ス 記 録 票 にI は ， 以 下 の 記 載 が

●　　　　　　　　　　　　　 Ｆ　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
¶　　　　　　　　　　　　 ・．あ る7 こ と ．/　　　　　 ダ　　　 ’．　　　　　 ７

ア ，「平成２ｼﾞ3年４月１日。 （主）来所

イ

明日ｼﾞ呑口市㎜ や、
引っ越すとの報告あ･り。無断転居のため廃止となる旨説明し、
再度申陰することも可能だ･と説明してお’く。ブ（以下略）」

「平 始2  3^4 月ｔ 日　 訪 ・転 居 が 尭 了し 、 生 活」（ 態 がｿ參゙ つ
■　　　Il　　　　　　　　　　　　　　　　　　､　― ●　　　　　●

た こ と の 確･認 。 ）｡･　　厂　　　　　　　　 广　　　　　 ’･　二　・

（６）＼平成２３年８月８日付けで処分庁が審査庁に対して追加で提出
した弁･明書（以下「追加弁明‘書」という、）には、次の趣旨の記
載があること。　　　　　卜　　　　　　　･。　　 ・

犬平 成 ２.3 年 ４ 月･4 日 に 請 求 人 の 自 宅 を 訪 問 し ， 居 住 実 態 が な，　　
Ｉ　　　　　　　　Ｉ　　　　 ●　　　　●　　　・　　　　　　．，　　　　　●　　　・　●

い こ と が 確 認 で き た た め. ，4 月51 日 に 窓 口. 払 い を 亊 定 し で い ’

た ４ 月 分 の 保 護 費 を 支 給 せ ず 返 還 処 理 し た ． 匸



（.7）　一平成２３年.8 月１２日付けで、審査疔･は請求人iこ対し、上匐
（５）及び（６）の鰓定事実について 記載された処分庁の弁明書及び
一迫加弁明書の副本を送付し、これに対するー反論書の提出を求めた
’が、現在に至るまで.･請求人から反論書の提出はないこと．

２ 判　 断

（ １ ） 法 第 ４ 条 は 、 生 活 保 護 制 度 に お け る 基 本 原 理 の 一｡ つ で あ る

「 保 護 の 補 足 性 」 に つ い て 規 定 し て お り 、 そ の 第 ｉ 項 に お い て 、

「 保 護 は 、 生 活 に 困 窮 す 峇 者 が､･ そ の 利 用 し･ 得 る 資 産 、 能 力 そ

の 他･ あ ら ゆ る も の を 、 そ の 最･ 低 限 度 の 生 活､ の 維 持 の た め に 活 用

す る こ と を 要 件 と し て 行 わ れ る､ 。 」 と 定 め て い る 。 ま･ た 法 第 ５
丶　　　　　　　　　 ・　　　　　 。 ・　１　　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　･

¶　　　　　 ・　・条 に よ り 、 「 こ の 法 律 の 囎 釈 及 び 運 用､ は 、 す べ て こ の 原 理 に 基
。

い て さ れ な け れ ば な ら な い 。 」 と 定 め て い る 。

（ ２ 匚 法 第1 ∧9 条 第 １ 項 は 、 「 都 道 府 県 知 亊 、 市 長 及 び 社 会 福 祉 法

（ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ４ ５ 号 ） に: 規 定 す る 福 祉 に 関 す る 事 務 所

（ 以 下 「 福 祉 事 務 所 」 と い う 。･ ） を 管 理 す る 町 村 長 は 、 次 に 掲
-■　　　ｌ　　　　　　、　　　　　　　　　 ●　　　　` 　　　　　　　　　　　　。

げ る 者 に 対･ し て 、 こ のj 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、･ 保 齔 を 決 定

し､ 、 か つ 、 実 施 し な け れ ば な ら な い 。 」 と し 、 そ の 第 １ 項 第 １

号 に お い で 「｡そ の 管 理 に 属 す る 福 祉 事 務 所 の 所 管 区 域 内 に 居 韭

二 地 を 有 す る 要 保 瘟 者 」 と 定 め て い 名 。 こ の 場 合 の 、 居 住 地 と は 、

客 観 的 な 居 住 の 事 実 の あ 弔 「 す ま｡ い 」 で あ り 、 居 住 事 実 の 継 続

性 若 し く は そ の 期 待 性 が 具 わ っ て い る 場 所 と 解 さ れ て い る 。

（３ ）六 法 第 ２ ６ 条 は 「 保 護 の 実 施 機 関 は 、 被 保 護 者 が 保 護 を 必 要 と
●　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
し な く な っ た と き は 、 す み や か に 、 保 護 の 停 止 又 は 廃 止 を 決 定

し 、 書 面 を も｡つ て 、 ご れ を 被 保 護 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な

い 。､」 と 定 め て い る 。 ↑ 保 護 を 必 要 と し な く な っ た と き 」 と は 、



●/1、

被保護者が法第４条に規定する要件を満たさなくなり、保護｡を
継続実施すべき状態でなく､なつ尭7場合であると解されている。

( ４) ． 本 件 に つ い て み る と 、▽ 前 記 第 ２ の １ の( ２) な い しI(6) の 認 定 事

実 の と お り 二、し 処 分 庁 は 平 成2'3 年 ４ 月 ４ 日 に 誚 求 人､ の 自 宅 を 訪 問

し 、 居. 住 実 態 が な い. こ と をj 確 認 し た う･ え で 、 同 月 ６ 日 付 け で 、 本

・　　　　 ●　　　　　　 Ｉ　　 ●●　　●　　●　　　：　　　　 丶 ●　　　　　　　　 ｀　　　 ｜
件 変 更 決 定 を 行 い 、 請 求 人 に 対 す る ４ 月 分 の 保 護 費 を 支 給 せ ず 返
●` 　　　　 ■　　　　 ●　　　　・　 ●　　　　 ●　　　　　　　　　　　 ．　　 ・
珮 処 理 を 行 っ た こ と が 認 め ら れ 、 ま た 、 澗 月8 一日 付 討 で 無 断 転 居

を 理 由･ と し て 、 同 月 ４ 日' を も っ て 生 活 保 護 を 廃 止 す る 本 件 廃 止 決

定 を 行 っ た こ と が 認 め ら れ る ． し か し な が ら √ 前 記 第 ２ の( ４) の

ウ 及 び( ６) の ア め 認 定 事 実 の と' お‘ り 、 請 求 人 は･ 、 平 成2 3･ 年 ４

‥　 月･1 日 に 処` 分 庁 を 訪 れ 、 同 月 ２ 日 に11 つ 尨 す 旨 を 告 げ て お り. 、 こ

●　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　 ●　　　　　　●　　　　 ｜　　　　　　　 ・
ミ　 れ に よ る と 少' な く と も' ４ 月 １ 自 は 自 宅 で 居 住 生 活 を7 行 っ て い る ご

と が 推 測 さ れ 、 そ の 分 の 保 護 費 が 支 給 ・ れ る べ き 余 地 が あ る に も

●　　　 ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ．　 ●　　　・
か` か わ ら ず 、･ 処 分 庁 は 、 そ の 実 態 を 把 握 す る た め の 必 要 な 調 査 を

卜　 行 わ ず に 、 本 件 変 更 決 定 を 行 い 、. 4  )§ 分 の 保 護 費 を 支 給 し な か っ

・　　　　：　　・　　　　　　　　　　　　　 １
た こ と に つ' い て 、 手 続 上 の 瑕 疵 が あ る と 認 め ざ る を 得 な い ．

（ ５ ）ダ ま･たﾌ ．宍 前 記 第 ２ の （･5j･ の ｙ
の.認 定 霾 実 の､ど お1 り レ 誚 求 人 は 処 分

Ｉ　Ｉ　　　　　　Ｉ　　　　　．　　　　　　　　　　　．　　　　●　　¶、　　・　　｀．　　　　　 ●
庁･ に 対 し 、｀転 居 先 を 現 住 所 地 と 同 じ 市 内 で あ り 、 具 体 的 な 住 所 地 夸

●　　　　　　　　　　Ｉ　　　　･-　　- ■　　　　　　　　　　■： 告 げ て い る. こ と か ら 、 仮 に √ こ れ が 事 実 で あ れ ば 、 処 分 庁 は 、 前 記

ユ　
は ）に 基 づ き’、 転 居 先 に お い て ヽ 請 求 人 が 、 そ め 管 理 に 属 す る 処 分･

庁 め.所 管 区 耄 内 に’居 住 地 を 有 す る 要 保 護 奩 に 当 た る か を 判･断 し て 、

ダ　 保 護 を 継 続 す る か を 決 定 す べ き と こ ろ ． 請 求 人 が 告 げ た 転 居 先 に 実

際 に 転 居 し て い る か を 確 認 せ ず 、 廃 止 決 定 を 行 っ た こ と に つ い て 、

手 続 き 上 の 瑕 疵 が あ る と 認 め ざ る を 得 な い ．　　　　　　　 卜 十

（６）ご･ さら に、 処 分庁 は、 前記第2 ’の（２）及び 卩 ）の認 定事･実 のとお
厂 、‘

り;･ 処 分庁 は 、 本件変 更 決定 及び 本耆 廃止決定めい ずれにおい.て

も、 決定､の理由を 無断転居として いるが、本件､において は、’無断 転

痞であ’つても･、･仮に麕求人 が．処 分庁の所管 区域内に転居している
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１

場合には、保護の継続の可能性があることから、無断転居を当該処
分の理由とすることは適正とはいえない。

（７）　したがって、処分庁が誚求人に対して行った一本件変更決定及び
本件廃止決定は、取り､消すのが妥当であると判断する。、　　　　　　　　　　　　　　　・　　

●　　　　・。　なお、平成２ ３年４一月分の保護費を支給することを求める残余
の請求ﾚについては、本裁決に基づき行われる処分庁の決｡定の中で
一体的に判断されるべきことであるため、これを棄却する。･､‥

以上の理由により、･行政不服審査法第４０条第２項及び第'3 項の規
定を適用して主文のとお･り裁決する。　　　 犬　　づ

平成２３年1 01 月 １ ２日

教

審 査庁　 大 阪 府知 事　 橋 下

一不

こ の裁決に不服が･あるときは、この裁決があ･つたことを知った 白`の
翌日から起算し｡て３０日=以内にレ厚生労働大臣に対し再審査･請求をす
る‘ことができ ます（なお、ヽ裁決が･あったことを知った日の翌日から起
算して３０日以内であっても、‘ 裁決があった日の翌EIから起算して１
年を経過すると再審査請求をすることができなくなります。）。　。
また、この腹決については、この裁決があったことを知った日の翌

日から起算して･6 箇月以内に、この裁決の前提となる決定を｡した市を
被告として（訴訟･において市を代表する者は市長となります。）･決｡定
の取消しの訴えを、あるいは大阪府を被告として（訴訟にお い`て大阪
府を代表する者は大阪府知事となります。）ごの裁決の取消しの’訴え
を提起することができます（なお、裁決があったことを知1つた日の翌
日から起算して６箇月以内であっても、裁決があっこた日の翌日から起
算して１年を経過すると決定及び裁決の取消しの訴えを提起するこ’と
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ができなぐなります。）。


